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(57)【要約】
触覚フィードバックを用いる健康状態監視装置は、健康
状態パラメータを検出する健康状態パラメータ監視装置
を備えている。触覚フィードバック発生装置は、健康状
態パラメータを受信し、それを所定のレベルと比較する
。健康状態パラメータが、該レベルに達しているか、又
は上回っている場合、発生させる触覚フィードバックの
形式が決定される。フィードバックの形式は、どの所定
のレベルに達したか、あるいは、上回ったかに依存する
ことができる。そして、触覚フィードバック発生装置は
、決定された形式の触覚フィードバックを発生させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　健康状態を監視する方法であって、
第１の健康状態パラメータを検出するステップと、
前記第１の健康状態パラメータを第１の所定のレベルと比較するステップと、
前記比較に基づいて、発生させる第１の形式の触覚フィードバックを決定するステップと
、
前記決定された第１の形式の触覚フィードバックを発生させるステップと、
を含むことを特徴とする健康状態を監視する方法。
【請求項２】
　第２の健康状態パラメータを検出するステップと、
前記第２の健康状態パラメータを第２の所定のレベルと比較するステップと、
前記第２の比較に基づいて、発生させる第２の形式の触覚フィードバックを決定するステ
ップと、
前記決定された第２の形式の触覚フィードバックを発生させるステップと、
をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の形式の触覚フィードバックは触振動力であることを特徴とする、請求項１に
記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の形式の触覚フィードバックは温度であることを特徴とする、請求項１に記載
の方法。
【請求項５】
　前記第１の形式の触覚フィードバックは湿度であることを特徴とする、請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　前記第１の形式の触覚フィードバックは剛性であることを特徴とする、請求項１に記載
の方法。
【請求項７】
　前記第１の健康状態パラメータは、心拍数、血圧、血糖値レベル、呼吸レベル、体温、
血中アルコールレベル、血中鉄分レベル、血中塩分レベル、血中電解質レベル、およびホ
ルモンレベルのうちの少なくとも一つであることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の形式の触覚フィードバックは、前記第１の健康状態パラメータを有するユー
ザーに印加されることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の形式の触覚フィードバックは、前記第１の健康状態パラメータを有する第２
のユーザーとは異なる第１のユーザーに印加されることを特徴とする、請求項１に記載の
方法。
【請求項１０】
　前記第１の健康状態パラメータを有するユーザーの位置を示す信号を送信するステップ
をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　触覚フィードバックを用いる健康状態監視装置であって、
第１の健康状態パラメータを検出する健康状態パラメータ監視装置と、
前記監視装置と組み合わされており、前記第１の健康状態パラメータを受信し、第１の所
定のレベルと比較する触覚フィードバック発生装置と、
を備えており、
前記発生装置は、前記比較に基づいて発生させる第１の形式の触覚フィードバックを決定
し、前記決定された第１の形式の触覚フィードバックを発生させることを特徴とする、
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触覚フィードバックを用いる健康状態監視装置。
【請求項１２】
　前記発生装置が、第２の健康状態パラメータを検出し、該第２の健康状態パラメータを
第２の所定のレベルと比較し、該第２の比較に基づいて発生させる第２の形式の触覚フィ
ードバックを決定し、該決定された第２の形式の触覚フィードバックを発生させることを
特徴とする、請求項１１に記載の監視装置。
【請求項１３】
　前記第１の形式の触覚フィードバックは触振動力であることを特徴とする、請求項１１
に記載の監視装置。
【請求項１４】
　前記第１の形式の触覚フィードバックは温度であることを特徴とする、請求項１１に記
載の監視装置。
【請求項１５】
　前記第１の形式の触覚フィードバックは湿度であることを特徴とする、請求項１１に記
載の監視装置。
【請求項１６】
　前記第１の形式の触覚フィードバックは剛性であることを特徴とする、請求項１１に記
載の監視装置。
【請求項１７】
　前記第１の健康状態パラメータは、心拍数、血圧、血糖値レベル、呼吸レベル、体温、
血中アルコールレベル、血中鉄分レベル、血中塩分レベル、血中電解質レベル、およびホ
ルモンレベルのうちの少なくとも一つであることを特徴とする、請求項１１に記載の監視
装置。
【請求項１８】
　前記パラメータ監視装置の位置を決定する位置決定装置をさらに備えることを特徴とす
る、請求項１１に記載の監視装置。
【請求項１９】
　健康状態を監視するための装置であって、
第１の健康状態パラメータを検出する手段と、
前記第１の健康状態パラメータを第１の所定のレベルと比較する手段と、
前記比較に基づいて発生させる第１の形式の触覚フィードバックを決定する手段と、
前記決定された第１の形式の触覚フィードバックを発生させる手段と、
を備えることを特徴とする、健康状態を監視するための装置。
【請求項２０】
　第２の健康状態パラメータを検出する手段と、
前記第２の健康状態パラメータを第２の所定のレベルと比較する手段と、
前記第２の比較に基づいて発生させる第２の形式の触覚フィードバックを決定する手段と
、
前記決定された第２の形式の触覚フィードバックを発生させる手段と、
をさらに備えることを特徴とする、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　コンピュータが読み取り可能な媒体であって、プロセッサで実行される際に、該プロセ
ッサに、
第１の健康状態パラメータを受信させ、且つ第１の所定のレベルと比較させ、
前記比較に基づいて発生させる第１の形式の触覚フィードバックを決定させ、
前記決定された第１の形式の触覚フィードバックを発生させる、前記媒体上に記憶された
命令を有することを特徴とする、コンピュータが読み取り可能な媒体。
【請求項２２】
　前記プロセッサがさらに、
第２の健康状態パラメータを第２の所定のレベルと比較し、
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前記第２の比較に基づいて発生させる第２の形式の触覚フィードバックを決定し、
前記決定された第２の形式の触覚フィードバックを発生させることを特徴とする、請求項
２１に記載のコンピュータが読み取り可能な媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の一実施形態は、触覚フィードバックシステムに関する。より特定的には、本発
明の一実施形態は、監視された健康状態パラメータに基づいて触覚フィードバックを発生
させるシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日の医療業界では、高度な技術の出現により、無数の目覚ましく優れた診断ツールが
提供されるようになってきた。しかしながら、この医療技術は、事前の警告且つ予防的助
言をすることよりも、急性の症状を診断することに重点が置かれてきた。定期的「健康診
断」が、人の健康状態を監視する方法として認知されている。そのような検査によって、
医師は患者の体調に関する情報を得る。しかしながら、健康診断の時期が、ちょうど患者
に病気の兆候が現れつつあるときに当たらない限り、健康診断は、病気の発現を検知する
のにあまり役に立たないといえる。
【０００３】
　特定の医学的状態に特有な身体状態ないし健康状態を表すパラメータを監視する携帯型
健康状態監視装置は、既にいくつか開発されている。いくつかの場合において、これらの
監視装置は、特定のパラメータデータを記録し、一方で他のケースでは、監視装置が検知
した身体的パラメータを示す患者に出力を提供する。パラメータが特定の関心事項の所与
のレベルに達したときに単に警報を発する監視装置もあれば、携帯型心拍数監視装置のよ
うに、心拍数のデジタル表示を患者に対して提供する監視装置もある。さらに、心拍数を
或る時間に亘って記録する監視装置もある。そのような心拍数監視装置は、患者が、心拍
数が高くなったとき警告を受信するために用いる。スポーツ選手は、心拍数を体力増強に
効果的と考えられている値まで上げる周期を体力トレーニングに確実に取り入れるために
心拍数監視装置を用いる。他のパラメータを測定するための同様の監視装置もまた存在す
る。
【０００４】
　ユーザーに健康状態のパラメータを通知する公知の方法はかなり限られている。多くの
場合、ユーザーが特定の表示を見たり、独特のノイズを聞いたりしなくてもユーザーにパ
ラメータを通報ないし通知できることが必要とされている。以上のことに基づき、ユーザ
ーの健康状態パラメータを監視し、通知するためのシステムおよび方法を改良することが
求められている。
【発明の概要】
【０００５】
　一実施形態は、健康状態パラメータを検出する健康状態パラメータ監視装置を含む、触
覚フィードバックを用いる健康状態監視装置である。触覚フィードバック発生装置が健康
状態パラメータを受信し、それを所定のレベルと比較する。健康状態パラメータがそのレ
ベルに達するか、又は上回った場合に、発生させる触覚フィードバックの形式が決定され
る。フィードバックの形式は、どの所定のレベルに達したか、あるいは上回ったかに依存
することが出来る。そして、触覚フィードバック発生装置は、決定された形式の触覚フィ
ードバックを発生させる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】ユーザーの健康状態パラメータを監視する、一実施形態による健康状態監視シス
テムの平面図である。
【図２】一実施形態による健康状態監視システムのブロックダイアグラムである。
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【図３】一実施形態による健康状態監視システムの機能のフローダイアグラムである。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本発明の実施形態は、健康状態パラメータをユーザーに提供するために、運動感覚フィ
ードバック（作用力(active force)および抵抗力のフィードバック等）および／または触
知フィードバック（振動、感覚(texture)、および熱等）を含んでいても良く、これらは
、より一般的には「触覚フィードバック」と総称されている。触覚フィードバックにより
、ユーザーインターフェースを促進且つ単純化するキュー(cue)を提供することができる
。具体的には、振動効果、つまり触振動力の触覚効果が、ユーザーに対して特定の事象(e
vent)を通知するために電子装置のユーザーにキューを提供する上で、または模擬環境ま
たは仮想環境内でより優れた感覚的体験を生み出すために電子装置のユーザーに実感のあ
るフィードバックを提供する上で有用であり得る。一実施形態は、触覚フィードバックを
用いてユーザーに健康状態パラメータレベルを通知する健康状態監視システムである。
【０００８】
　図１は、ユーザーの健康状態パラメータを監視する、一実施形態による健康状態監視シ
ステム３０の平面図である。このシステムは、触覚フィードバック発生装置３４に組み合
わされる健康状態パラメータ監視装置３２を含む。健康状態パラメータ監視装置３２は、
いかなる型式の健康状態パラメータを監視するための装置であってもよい。例えば、病気
管理に用いられる実施例においては、血糖値、血圧、２４時間心電図(ambulatory ECG)、
呼吸、体温、心拍数、血中塩分、血中電解質、ホルモン、血中鉄分、血中アルコール等を
監視することが出来る。日常の健康管理に用いられる実施例においては、体温、心拍数、
血圧、働きの量(amount of work)、または実施される働きのレート(rate of work perfor
med)等を監視することが含まれていても良い。
【０００９】
　健康状態パラメータ監視装置３２の一実施形態は、図１に示すような、胸部に装着する
ストラップであってもよく、このストラップに、非侵襲的に健康状態パラメータを検出可
能な各種のパラメータセンサが設けられる。別の実施形態においては、健康状態パラメー
タを、血液またはその他の体液を採取するような、より侵襲的な方法で検出することも可
能である。健康状態パラメータ監視装置３２は、プロセッサおよびメモリを含んでいても
よい。
【００１０】
　一実施形態において、触覚フィードバック発生装置３４は、測定された健康状態パラメ
ータを受信するために健康状態パラメータ監視装置３２と通信可能であり、且つ健康状態
パラメータに応じて触覚フィードバックをユーザーに伝えることができる、いかなる型式
の装置であってもよい。触覚フィードバック発生装置３４は、図１に示すように、ユーザ
ーの手首に装着されるようになっていてもよいし、手袋、腰のベルト、あるいはシャツ、
ズボン、下着、サングラス、ピアス、指輪、ブレスレット、ネックレス等の靴、衣類、ア
クセサリーといった、ユーザーの体の他の部分に装着するものであってもよい。また、触
覚フィードバック発生装置３４は、ユーザーの体に「取り付け」なくてもユーザーが検知
可能な触覚フィードバックを伝えることができる装置であってもよい。例えば、ユーザー
がポケットに入れておくことが出来る携帯電話を、ユーザーに触覚フィードバックを伝え
るために用いることができる。また、触覚フィードバック発生装置３４は健康状態パラメ
ータ監視装置３２と同一の物理的な装置に収納してもよい。
【００１１】
　図２は、一実施形態による健康状態監視システム３０のブロックダイアグラムである。
健康状態パラメータ監視装置３２は通信リンク(communication link)３６を介して触覚フ
ィードバック発生装置３４と通信する。通信リンクは、有線、無線、電波式、赤外線（in
fra-red：ＩＲ）方式等、いかなる型式のデータ通信インターフェースであってもよい。
健康状態パラメータ監視装置３２及び触覚フィードバック発生装置３４は、通信リンク３
６を介して行うデータ通信を容易にするための通信モジュール（不図示）を含んでいる。
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【００１２】
　プロセッサ１２は、高レベルパラメータに基づいて、どのような触覚効果を、どのよう
な順序で実行するかの決定を行うことができ、それは、健康状態パラメータが、所定のレ
ベルから外れているかまたは達しているかに関する監視装置３２からの情報に基づいてい
る。一般的に、特定の触覚効果を規定する高レベルパラメータは、強度、周波数、持続時
間、アタックレベル、アタックタイム、フェードレベル、およびフェードタイムを含んで
いる。また、これらの高レベルパラメータは動的に変化することが出来る。個々の触覚効
果を組み合わせて、より複雑な触覚効果及び時間的順序を形成することもできる。
【００１３】
　プロセッサ１２は駆動回路１６に制御信号を出力する。駆動回路１６は、所望の触覚効
果をもたらすのに必要な電流および電圧をアクチュエータ１８に供給するための電子構成
要素および回路を含む。アクチュエータ１８は、触覚フィードバック発生装置３４の本体
または他の部分に振動を発生させてユーザーが振動を感じ取ることが出来るようにする触
覚装置である。アクチュエータ１８は、例えば、偏心質量体がモータによって駆動される
偏心回転質量体（Eccentric Rotating Mass：ＥＲＭ）アクチュエータ、バネに取り付け
られた質量体が前後に駆動されるリニア共振アクチュエータ（Linear Resonant Actuator
：ＬＲＡ）、または、圧電ポリマー、電気活性ポリマーまたは形状記憶合金といった「ス
マート材料」、のような電磁アクチュエータとすることができる。
【００１４】
　メモリ２０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）または読み取り専用メモリ（read-o
nly memory：ＲＯＭ）等、いかなる型式の記憶装置であってもよい。メモリ２０は、プロ
セッサ１２により実行される命令を記憶している。メモリ２０は、プロセッサ１２の内部
に配置されていてもよいし、内部メモリおよび外部メモリの組み合わせであってもよい。
メモリ２０は、さらに触覚パラメータ監視装置３２からの測定されたパラメータのデータ
を、後で利用することが可能になるように記憶している。
【００１５】
　触覚フィードバック発生装置３４は、ユーザーに様々な情報を伝達するために多様な形
式の触覚効果を発生させることができる。例えば、振動型触覚効果として、高振幅高周波
数の振動はある種類の情報を伝達することが出来、一方で低振幅低周波数の振動は別の種
類の情報を伝達することができる。同様に、温度による触覚効果として、低温または高温
になることによって二つ以上の種類の情報を伝達することもできる。その他の、二つ以上
の種類の情報を伝達するために変化することが可能な触覚効果の例としては、湿度レベル
（例えば、湿っているか、または乾いているか）や、発生装置３４の剛性（例えば、発生
装置３４を、緩くて柔らかい状態からきつい／収縮した硬い状態に変化させることが出来
る）が含まれる。強力な触覚効果を生み出すために、実施例において様々な形式の触覚フ
ィードバックのあらゆる入れ替えおよび組み合わせを取り入れることが可能である。様々
な情報をユーザーに伝達するために、触覚効果のパターンを変化させることを使用するこ
とも可能である。個々の触覚効果の振幅、周波数および持続時間のパラメータを変化させ
るだけでなく、これらの触覚効果間の持続時間を変化させ、情報の伝達のための特有のパ
ターンになるように、同一または異種の触覚効果を組み合わせることによって、無限の数
の触覚パターンを、無数の健康関連情報を伝達するのに用いることができるようになるで
あろう。例えば、一実施形態として、持続時間が短く所定の間隔で繰り返される一連の触
覚効果を適用することで、ある種類の情報を伝達することが出来、様々な間隔で持続時間
が長い一連の触覚効果を適用することで別の種類の情報を伝達することができる。
【００１６】
　健康状態パラメータ監視装置３２により監視される多数の健康状態パラメータは、ユー
ザーにとって興味のある様々なレベルを有する。例えば、心拍数の測定に関して云えば、
或るユーザーは、心拍数が所定のレベル（例えば１８０ｂｐｍ(beats per minute)）を超
えたときに触覚フィードバックを所望するであろう。しかしながら、スポーツ選手は、心
拍数を、例えば、範囲１（最大心拍数の５０％から６０％）、範囲２（最大心拍数の６０
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％から７０％）、範囲３（最大心拍数の７０％から８０％）、範囲４（最大心拍数の８０
％から９０％）、範囲５（最大心拍数の９０％から１００％）のような、様々な「範囲」
として得ることを試みる。このようなユーザーにとっては、各範囲に入るごとに異なる形
式の触覚効果を受信することが有益である。同様に、血糖値の一つのレベルが一つの形式
の触覚効果を発生させ、一方で投薬または他の処置が直ちに必要であることを示すような
第２のレベルのときには、別の形式の触覚効果を発生させることが出来る。
【００１７】
　図３は、一実施形態による健康状態監視システム３０の機能のフローダイアグラムであ
る。一実施形態において、図３のフローダイアグラムの機能は、メモリに記憶されている
または読み込まれる、且つプロセッサにより実行されるソフトウエアにより実施される。
他の実施形態において、この機能は、ハードウエアによって、またはハードウエアとソフ
トウエアの組み合わせによって実行することもできる。さらに、この機能の中のいずれも
監視装置３２または発生装置３４のいずれかにより実行してもよい。
【００１８】
　１０２において、健康状態パラメータ監視装置３２は健康状態パラメータを検出し、そ
のデータを触覚フィードバック発生装置３４に伝達する。
【００１９】
　１０４において、触覚フィードバック発生装置３４は健康状態パラメータを範囲２の心
拍数、やや高い血糖値レベル等の所定のレベルと比較する。
【００２０】
　１０６において、比較に基づいて、発生させる触覚フィードバックの形式を発生装置３
４が決定する。
【００２１】
　１０８において、触覚フィードバックパラメータをコンパイルし、触覚装置（例えば、
アクチュエータ駆動回路１６および振動アクチュエータ１８）に送信して、触覚フィード
バックを作り出す。したがって、発生される特定の触覚フィードバックは、１０６で決定
された形式に依存する。同様に、１０４でのレベルが異なれば、１０８で発生される触覚
フィードバックの形式も違ってくる。
【００２２】
　ユーザーに通知を提供するために、１０８で触覚フィードバックを発生させることに加
えて、いくつかの実施形態において、触覚フィードバック自体に、健康状態パラメータに
反する作用をさせることも可能である。例えば、触覚フィードバックの形式が温度に基づ
く場合、体温上昇を低温の触覚効果を与えることによって反作用させることが出来、又は
乾燥状態に苦しんでいる身体に対して湿気を与えることが出来る。
【００２３】
　さらに、触覚フィードバックの通知を、健康状態パラメータ監視装置３２から離れた場
所で発生させることや、健康状態パラメータ監視装置３２を装着しているユーザー以外の
ユーザーに伝えることも可能である。例えば、戦闘状態において、医師に医療的配慮を必
要とする兵士の情報を伝えたり、あるいはより一般的には、集団的生体状況の読み取りに
よる平均値に基づく兵士の部隊に対する医療的配慮の必要性を通知したりすることも可能
であろう。さらに、年配者や身体障害者の世話をする人に、医療的配慮またはその他の形
式の介助の必要性を通知することもできるし、子供を離れた場所から監視するために用い
ることも出来る。
【００２４】
　一実施形態において、健康状態パラメータ監視装置３２はさらに、ユーザーの地理的位
置に関する情報を生成する全地球測位システム(Global Positioning System：ＧＰＳ)を
含んでいる。一実施形態において、ＧＰＳの情報を、通知がトリガされた後に、配慮が必
要な人のところに医療担当者または監視担当者を誘導するための補助に使うことができる
。一実施形態において、健康状態に関する触覚通知をトリガし、監視スタッフに生体健康
情報を伝達した後に、システムがＧＰＳモードに移行して、振幅、周波数、持続時間また
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はパターンが増加している一連の触覚効果を介して、配慮を必要とする人の位置を突き止
めるのを補助する案内を提供することが可能である。一実施形態において、触覚効果を、
離れた所にいるユーザーに発生させることに加えて、双方向通信システムとして、負傷し
た人に対して一つ以上の触覚効果を送信することで、通知が送信されたこと、通知が受信
されたこと、救助が向かっていること、ＧＰＳによる測位が行われていること、または、
救急隊の相対的位置または距離等の多くの関連する事実を知らせるのに用いることもでき
る。
【００２５】
　いくつかの実施形態を本明細書において具体的に図示および／または説明したが、本発
明の精神および意図する範囲を逸脱せずに本発明を変更および変形することは、上記の教
示および添付の特許請求の範囲によって網羅されることは理解されよう。

【図１】 【図２】
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